
○習志野市市民スポーツ指導員に関する規則  

昭和５４年１２月１日  

教委規則第１４号  

改正  昭和５５年１月４日教委規則第１号  

昭和５６年３月３１日教委規則第３号  

昭和６３年３月２４日教委規則第１号  

平成５年３月２９日教委規則第６号  

平成１４年９月２６日教委規則第１４号  

平成２４年１月２６日教委規則第１号  

令和２年５月２７日教委規則第１８号  

（趣旨）  

第１条  この規則は、習志野市市民スポーツ指導員（以下「指導員」という。）

の職務その他指導員に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（設置）  

第２条  習志野市教育委員会に指導員を置く。  

（職務）  

第３条  指導員は、スポーツ推進委員と協力し、本市におけるスポーツ及びレク

リエーシヨン活動を通じて、コミユニテイ活動の推進を図るものとする。  

２  前項のスポーツ及びレクリエーシヨン活動は、おおむね次に掲げるとおりと

する。  

（１）  市民のスポーツ・レクリエーシヨンの指導・助言  

（２）  スポーツ・レクリエーシヨンの振興に関する行事への参加  

（３）  習志野市学校体育施設開放に関する規則（昭和５１年教育委員会規則

第１６号）第２条第１項の開放事業への協力  

（平２４教委規則１・一部改正）  

（委嘱）  

第４条  教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者で、教育委員会が適当

と認めたものを指導員として委嘱するものとする。  

（１）  習志野市市民スポーツ指導員養成講座受講修了者で成績優良なもの  

（２）  公益財団法人日本スポーツ協会が認定したスポーツ指導者  



（３）  社会体育関係の専門コースを専攻した大学卒業者  

（４）  前３号のいずれかに掲げる者に相当する教養と経験があると教育委員

会が認めた者  

（任期等）  

第５条  指導員の任期は３年以内とする。ただし、再任を妨げない。  

（昭６３教委規則１・平５教委規則６・一部改正）  

（申請）  

第６条  指導員になろうとする者は、申請書（別記第１号様式）を教育委員会に

提出しなければならない。  

（研修）  

第７条  指導員は、その職務を遂行するために自ら研修に努めなければならない。 

２  教育委員会は、指導員の資質向上のため研修会を開催するものとする。  

（昭６３教委規則１・一部改正）  

（委任）  

第８条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。  

附  則  

１  この規則は、公布の日から施行する。  

（昭５５教委規則１・旧附則・一部改正）  

２  昭和５５年１月１日に委嘱された指導員の任期は、第５条第１項の規定にか

かわらず、昭和５８年３月３１日までとする。  

（昭５５教委規則１・追加）  

附  則（昭和５５年１月４日教委規則第１号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（昭和５６年３月３１日教委規則第３号）  

この規則は、昭和５６年４月１日から施行する。  

附  則（昭和６３年３月２４日教委規則第１号）  

この規則は、昭和６３年４月１日から施行する。  

附  則（平成５年３月２９日教委規則第６号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成５年４月１日から施行する。  



（経過措置）  

２  平成３年４月１日及び平成４年４月１日に委嘱された指導員の任期は、第５

条の規定にかかわらず、平成８年３月３１日までとする。  

附  則（平成１４年９月２６日教委規則第１４号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成１４年１０月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の日前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によ

り作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、

使用し、又は、所要の修正をして使用することができる。  

附  則（平成２４年１月２６日教委規則第１号）抄  

（施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行する。  



 



 



別記第１号様式（第６条）  

（昭５６教委規則３・平５教委規則６・平１４教委規則１４・一部改正）  

 


